
公害防止管理者研修会

令和４年２月
静岡県くらし・環境部環境局 生活環境課

環境関連法令の改正動向と留意点
（大気関係）



１ 大気汚染防止法の概要等

２ 大気汚染防止法の一部改正
⇒建築物等解体等工事にかかる事前調

査結果報告について

３ 静岡県における大気汚染の状況

研修の内容
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１ 大気汚染防止法の概要等
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大気環境対策の経緯①

年 主 な 事 項

昭和37年 ・「ばい煙の排出の規制等に関する法律」（ばい煙規制法）の制定

昭和42年 ・「公害対策基本法」の制定

昭和43年 ・「大気汚染防止法」の制定

昭和45年
・通称“公害国会”（第64回国会）で公害関係14法案可決
・「大気汚染防止法」の一部改正

地域規制から全国規制へ、粉じん規制の導入等

昭和46年
・環境庁の発足
・「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」（公害防止
管理者法、組織整備法）の制定

昭和48年
・大気汚染に係る環境基準（二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状
物質及び光化学オキシダント）の告示

昭和49年
・「大気汚染防止法」の一部改正

硫黄酸化物に係る総量規制を導入

昭和53年 ・二酸化窒素に係る環境基準の告示
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大気環境対策の経緯②

5

年 主 な 事 項

昭和56年
・「大気汚染防止法施行令」等の一部改正

窒素酸化物に係る総量規制を導入

平成元年
・「大気汚染防止法」の一部改正

特定粉じん（石綿）の規制の導入

平成２年 ・「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の制定

平成５年 ・「環境基本法」の制定

平成８年
・「大気汚染防止法」の一部改正

特定粉じん排出等作業の規制、有害大気汚染物質対策の追加

平成９年
・有害大気汚染物質（ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチ
レン）に係る環境基準の告示

平成11年
・「ダイオキシン類対策特別措置法」の制定
・ダイオキシン類による大気の汚染等に係る環境基準の告示

平成13年

・環境省の発足
・ジクロロメタンに係る環境基準の告示
・「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措置法」（自動車NOx・PM法）の制定



大気環境対策の経緯③
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年 主 な 事 項

平成16年
・「大気汚染防止法」の一部改正

揮発性有機化合物（VOC）の規制の導入

平成17年
・「大気汚染防止法施行令」の一部改正

石綿に関して断熱材等を追加、排出等作業の規模等の要件を撤廃
・「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の制定

平成18年
・「大気汚染防止法」の一部改正

石綿に関して工作物の追加、通知により石綿の含有率 １％ → 0.1％

平成21年 ・微小粒子状物質（PM2.5）に係る環境基準の告示

平成22年
・「大気汚染防止法」の一部改正

測定結果の未記録・虚偽の記録等への罰則の追加

平成25年
・「大気汚染防止法」の一部改正

石綿対策の強化（特定粉じん排出等作業に係る変更）

平成27年
・「大気汚染防止法」の一部改正

水銀の大気排出対策（水俣条約の担保） ⇒平成30年４月１日施行

令和２年
・ 「大気汚染防止法」の一部改正

石綿対策の更なる強化（規制対象を全ての石綿含有建材に拡大等）



大気汚染防止法の目的

［法第１条］

この法律は、

① 工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う
ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制すること

② 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場
及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制すること

③ 有害大気汚染物質対策の実施を推進すること

④ 自動車排出ガスに係る許容限度を定めること

等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに、生活環境を
保全し、

⑤ 大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者
の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること

を目的とする。
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大気汚染防止法の体系
ばい煙

有害物質(NOx等)

粉じん

指定ばい煙（SOx、NOx）

ばい煙発生施設

特定工場

一般粉じん発生施設

排出基準、改善命令等

総量規制、改善命令等

自主的取組と排出基準のベストミッ
クス、改善命令等

構造、使用、管理に関する基準の
遵守命令

敷地境界線基準、改善命令等

作業基準、事前の届出等

自主的取組（PRTR等）、
抑制基準、警告等

大気環境の測定と監視

自動車排出ガス 許容限度等自動車

排出基準、改善勧告･命令等

自主的取組、実施状況公表等
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有害大気汚染物質（HAPs）

ばいじん

VOC排出施設

水銀
水銀排出施設

要排出抑制施設

一般粉じん

特定粉じん発生施設

特定粉じん排出等作業
特定粉じん
（石綿）

揮発性有機化合物（VOC）

SOx



施設に係る届出

施設 届出が必要なとき 届出時期 届出書

①ばい煙発生施設
②VOC排出施設
③一般粉じん発生

施設
④水銀排出施設

施設を設置しようとすると
き

＜施設①・②・④＞
工事着手予定の61日
前まで （注）
＜施設③＞
事前の届出（届出期限
なし）

施設設置
（使用、変
更）届出書施設の構造、使用方法、

処理方法等を変更しようと
するとき

法施行時に、既に該当施
設を設置しているとき

法施行から30日以内
（経過措置）

①ばい煙発生施設
②VOC排出施設
③一般粉じん発生

施設
④水銀排出施設

以下の変更があったとき
・届出者の住所・氏名
（名称、法人代表者氏名）
・工場・事業場の名称等

事由発生から30日以内 氏名等変
更届出書

施設を廃止したとき 使用廃止
届出書

施設を譲り受け・借り受け
たとき

承継届出
書

（注） 都道府県知事等は、届出受理から60日以内に限り、計画変更・廃止を命じることができ、
届出内容が相当であれば、届出受理～工事着手までの期間を短縮できる。 9



２ 大気汚染防止法の一部改正
⇒建築物等解体等工事にかかる

事前調査結果報告について
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石綿（アスベスト）とは

・ 石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、
丈夫で変化しにくいという特性を持ち、しかも安価であるため、 『奇跡の鉱物』、
『魔法の鉱物』と呼ばれていた。

・ 石綿の用途はおよそ3,000種、うち約８割は建材（吹付け材、保温・断熱材、スレート
材等）として、昭和30年頃から使用が一般化し、ビル、工場等から一般住宅まで、
様々な建築物に広く使用されてきた。

・ 石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られてい
る。厚生労働省の人口動態統計によると、中皮腫による死亡者は、平成７年の
500人から令和元年には1,466人となっており、約20年間で約３倍に増加している。

クロシドライト（青石綿） アモサイト（茶石綿） クリソタイル（白石綿）

出典：せきめん読本（平成８年日本石綿協会）

※この３種類の他に、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトがある。
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石綿（アスベスト）含有建材

＜出典：建設労働災害防止協会資料を一部修正、国土交通省 目で見るアスベスト建材（第２版）＞

レベルの分類 レベル１ レベル２ レベル３

建材の種類 吹付け石綿

石綿含有断熱材

石綿含有保温材

石綿含有耐火被覆材

その他の石綿含有建材

（成形板等）

発じん性 著しく高い 高い 比較的低い

使用箇所の例

・耐火建築物の柱等の
耐火被覆用の吹付け材

・ボイラ室等の天井壁等
の吸音等の吹付け材

鉄骨耐火被覆材

・配管等の保温材、建築
物の柱等の耐火被覆
材として張付け

・煙突用等の断熱材

配管エルボ部分の保温材

・建築物の天井等に石
綿含有成形板を張付け

・屋根材として石綿ス
レート

石綿含有スレート波板
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発注

事前調査（特定建築材料の使用有無の調査）（法第18条の15第１項・４項）

解体等工事に係る大気汚染防止法の規制

事前調査結果・届出内容の発注者への説明 （法第18条の15第１項）

事前調査結果の記録の作成・保存 （法第18条の15第３項・第４項）

都道府県知事への報告 （法第18条の15第６項）

特定粉じん排出等作業
実施の届出（法第18条の17）

解体等工事
特定粉じん排出等作業

作業基準の遵守（法第18条の19・20）

届出義務違反
（第34条）

計画変更命令
（第18条の18）

命令違反
（第33条の２）

作業基準適合命令等

（第18条の21）

命令違反
（第33条の２）

特定建築材料なし 特定建築材料 （レベル３のみ）あり 特定建築材料（レベル１・２）あり

下請負人への説明 （法第18条の16第３項）

除去等の措置

排出等作業の記録の作成・保存（法第18条の23）

事前調査結果の掲示 （法第18条の15第５項）

下請負人への説明 （法第18条の16第３項）

作業終了後の発注者への報告等（法第18条の23）

報告義務違反
虚偽報告
（第35条）

除去等措置違反
（第34条）

元請・
自主施工者

元請

元請・
自主施工者

元請

元請・
自主施工者

元請・
自主施工者・

下請負人

元請・
自主施工者

元請

発注者・
自主施工者

＜凡例＞
赤太枠：改正内容

＜令和３年４月１日施行（一部を除く）＞
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事前調査の方法・発注者への説明

解体等工事に係る調査及び説明（法第18条の15第１項）解体等工事に係る調査及び説明（法第18条の15第１項）

※解体等工事が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作
業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかである場合は、特定建築材料の有無の
目視による調査は不要とする。

□ 事前調査を行う者※（一定の知見を有する者）（令和２年環境省告示第76号）
・ 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者（一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅

等に限る）
・ 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

※令和５年10月１日から適用

○ 解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図
書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定め
る方法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対
象特定工事※又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなけれ
ばならない。 ※レベル１・２建材に係る工事

□ 事前調査の方法（新規則第16条の５）

書面調査 目視調査 分析調査

特定工事に該当
するものとみなす
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事前調査の流れ
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事前調査の記録の作成・保存

事前調査に関する記録の作成及び保存（新法第18条の15第３項・第４項）事前調査に関する記録の作成及び保存（新法第18条の15第３項・第４項）

【元請業者】
□ 事前調査の記録（新規則第16条の８）

・ 解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録
・ 解体等工事が終了した日から３年間保存

□ 発注者への説明の書面の写し
・ 解体等工事が終了した日から３年間保存

※記録の保存は電子でも可能

○ 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、
当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

○ 解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、事前
調査を行うとともに、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

元請業者 発注者

事前調査結果
の報告

作業実施の
届出

県・政令市等

特定工事の場合
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事前調査の記録の内容

大防法施行規則第16条の8
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

解体等工事の場所

解体等工事の名称及び概要

事前調査を終了した年月日

解体等工事を行う建築物等の設置の工事に着手した年月日（使用禁止が猶予されていたガスケット
等の設置日を書面で確認した場合には、それらの材料の設置年月日も含む）

解体等工事に係る建築物等の概要

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の
対象となる建築物等の部分

分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属
する機関又は法人の名称

調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名（令和５年10月１日施行）

事前調査の方法

解体等工事に係る建築物等部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事
に該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及びその根拠
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事前調査の発注者への説明・記録・保存資料の例

引用：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿漏えい防止対策徹底マニュアルp94
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事前調査結果の掲示・現場への備え置き

事前調査結果の掲示等（新法第18条の15第５項）事前調査結果の掲示等（新法第18条の15第５項）

□ 事前調査結果等の掲示（新規則第16条の９、第16条の10）
• 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上

（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
• 掲示内容：解体等工事の元請業者の名称、調査方法、調査終了年月日、調査結果など

□ 作業方法等の掲示（作業基準）（新規則第16条の４第２号）
• 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上

（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
• 掲示内容：届出年月日、届出先、元請業者の名称、作業実施期間及び方法など

□ 現場への備え置き：具体的な方法等は指定しない。
解体等工事の施工期間中、常に現場にある事務所等へ備え置く

ことだけでなく、工事の施工者、都道府県等が事前調査に関する
記録の写しを現場で確認可能な状態であれば差し支えない。

○ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定め
るところにより、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前
調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすい
ように掲示しなければならない。
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事前調査結果の掲示内容

大防法第18条の15第5項、 大防法施行規則第16条の10
事前調査結果

解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名

事前調査を終了した年月日

事前調査の方法

解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分に
おける特定建築材料の種類
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事前調査結果等の掲示例

引用：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿漏えい防止対策徹底マニュアルp115～117

21



事前調査結果の都道府県知事等への報告（新法第18条の15第６項）事前調査結果の都道府県知事等への報告（新法第18条の15第６項）

□ 事前調査結果の報告対象工作物 （令和２年環境省告示第 77 号）
・反応槽
・加熱炉
・ボイラー及び圧力容器
・配管設備 （建築物に設ける給水設備等を除く ）
・焼却設備
・煙突 （建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く ）
・貯蔵設備 （穀物を貯蔵するための設備を除く ）
・発電設備 （太陽光発電設備及び風力発電設備を除く ）
・変電設備

○ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果
を都道府県知事に報告しなければならない。

・配電設備
・送電設備 （ケーブルを含む ）
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家
・遮音壁
・軽量盛土保護パネル
・鉄道の駅の地下式構造部分の

壁及び天井板

解体工事
床面積合計80㎡以上

□ 報告の対象（新規則第16条の11第１項）

建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
材料費・消費税を含む。）

※環境大臣が定めるものに限る

事前調査結果の都道府県知事等への報告

（令和４年４月１日施行）

22



事前調査結果報告の内容
大防法施行規則（第16条の11第２項）

解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

事前調査を終了した年月日

設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明せず、事前調査を行つ
たときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機
関等の名称

解体等工事の場所

解体等工事の名称及び概要

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
特定粉じん排出等作業の開始時期

建築材料を設置した年月日

解体等工事に係る建築物等の概要

分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属
する機関又は法人の名称

解体等工事の実施の期間

建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計

建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴
う建設工事に該当するときは、作業の請負代金の合計額

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事
に該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及び該当しないときは、その根拠の概要 23



事前調査結果の報告の方法

□ 報告の方法（新規則第16条の11第４項）
• 都道府県等が建築物等の解体等工事に係る事前調査の結果を迅速かつ幅広く把握する

ため、厚生労働省と環境省が連携し、事前調査結果の報告に係る電子システムを新たに
整備
• 原則として電子による報告＊とする。建築物に係る報告件数は膨大な数になると考えられ
ることから、一度入力した内容の自動入力やスマートフォン等からの入力を可能とするなど、
利便性に配慮

＊ やむを得ない場合は、書面による報告

24



電子申請システムの利用方法
・事業者はパソコン、タブレットパソコン、スマートフォンでインターネットを経由して申請

・事業者はシステムを利用するためのID管理について、石綿事前調査結果報告システムを利用
する事業者にＧビズIDを取得し、それをログインIDとして活用する

25

GビズIDについて
URL：http://gbiz-id.gp.jp
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３ 静岡県における大気汚染の状況



大気汚染物質の環境基準

28

物 質 環境上の条件

二酸化硫黄
１時間値の１日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、
１時間値が0.1 ppm以下であること

二酸化窒素
１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの
ゾーン内又はそれ以下であること

一酸化炭素
１時間値の１日平均値が10ppm以下であり、かつ、
１時間値の８時間平均値が20 ppm以下であること

浮遊粒子状物質
１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、
１時間値が0.20 mg/m3以下であること

微小粒子状物質
１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、
１日平均値が35μg/m3以下であること

光化学オキシダント １時間値が0.06 ppm以下であること

○大気汚染に係る環境基準



二酸化硫黄（SO2）

29

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 100％(33/33) 100％(31/31) 100％(33/33) 100％(30/30) 100％(27/27)

自動車排ガス測定局 100％ (１/１) 100％ (１/１) 100％ (１/１) 100％ (１/１) 100％ (１/１)

＜本県の環境基準達成状況＞

＜静岡県の二酸化硫黄の年平均値＞



二酸化窒素（NO2）

30

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 100％(46/46) 100％(47/47) 100％(46/46) 100％(45/45) 100％(43/43)

自動車排ガス測定局 100％ (９/９) 100％(10/10) 100％(10/10) 100％(10/10) 100％(10/10)

＜本県の環境基準達成状況＞

＜静岡県の二酸化硫黄の年平均値＞



一酸化炭素（CO）

31

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 100％ (４/４) 100％ (４/４) 100％ (４/４) 100％ (４/４) 100％ (４/４)

自動車排ガス測定局 100％ (９/９) 100％ (９/９) 100％ (８/８) 100％ (９/９) 100％ (９/９)

＜本県の環境基準達成状況＞

＜静岡県の一酸化炭素の年平均値＞



浮遊粒子状物質（SPM）

32

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 100％(43/43) 100％(42/42) 100％(42/42) 100％(41/41) 100％(39/39)

自動車排ガス測定局 100％ (９/９) 100％(10/10) 100％(10/10) 100％ (９/９) 100％ (９/９)

＜本県の環境基準達成状況＞

＜静岡県の浮遊粒子状物質の年平均値＞



微小粒子状物質（PM2.5）

3333

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 100％(22/22) 100％(26/26) 96％(27/28) 100％(29/29) 100％(25/25)

自動車排ガス測定局 100％ (６/６) 100％ (７/７) 100％ (７/７) 100％ (７/７) 100％ (７/７)

＜本県の環境基準達成状況＞

＜静岡県の微小粒子状物質の年平均値＞



光化学オキシダント

343434

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

一般大気環境測定局 ０％(０/43) ０％(０/43) ０％(０/43) ０％(０/43) ０％(０/43)

＜本県の環境基準達成状況＞

光化学オキシダントの昼間の１時間値が0.06ppmを超えた時間数（県内）

令和２年度
昼間の

１時間値が
0.06ppmを

超えた

割合は
5.1％



令和元年度・２年度の大気汚染等状況

項 目 令和元年度 令和２年度

ベンゼン 100％（14/14） 100％（14/14）

トリクロロエチレン 100％（14/14） 100％（14/14）

テトラクロロエチレン 100％（14/14） 100％（14/14）

ジクロロメタン 100％（14/14） 100％（14/14）

項 目 令和元年度 令和２年度

大気中のダイオキシン類 100％（20/20） 100％（20/20）

35

○有害大気汚染物質の状況 （環境基準達成率）

○ダイオキシン類の状況 （環境基準達成率）
環境基準：年間平均値

0.6 pg-TEQ/m3以下



光化学オキシダントの発生原因

36
人為的起源 自然起源

揮発性
有機化合物
（ＶＯＣ）

窒素酸化物
（NOx）

大気中で光化学反応

紫外線
光化学

オキシダント

二次生成



夏季のVOC対策

37

ＶＯＣの排出を削減することは、大気環境の改善につながるだけでなく、
有機溶剤購入費の削減や作業環境の改善といったメリットもあります。

ムダな蒸発を防いで 有機溶剤購入費の削減

0
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（洗浄剤小口容器）

溶剤が蒸発！

（濃度120倍）

洗浄槽のフタ閉め 容器のフタ閉め

においを減らして 作業環境の改善

対策

廃棄物容器の密閉

○溶剤の染み込んだウェスなどの廃棄物は密閉保管しましょう。
○直射日光を避け、風通しのよい場所に保管しましょう。
○容器の材質は丈夫なものを使い、液が漏れないようにしましょう。

◎ 低VOC製品を積極的に選びましょう。

≪印刷≫ 例 ： 低ＶＯＣ洗浄剤

印刷業界の制度である「ＧＰ資機材認定
制度」では、低ＶＯＣ洗浄剤などの環境
に配慮した資機材を登録しています。

≪塗装≫ 例 ： ハイソリッド塗料

既存設備の大幅な変更をせず、
ＶＯＣ排出量を３～６割程度まで
抑制が可能となります。

メリット
１

メリット
２

事業者の
皆様へ



大気汚染緊急時対策（光化学オキシダント）

※１ 緊急時発令対象地区：19地区（35市町）
※２ 緊急時協力要請対象工場：61工場（令和３年度）

○光化学オキシダント監視強化期間
・光化学オキシダントの高濃度発生が予想される５月から ９月まで、市町の協力を

得て、監視･連絡体制を強化
・期間中の一定期間には毎朝、当日の光化学オキシダント濃度について予測

○光化学オキシダントの濃度が高くなった際の緊急時対策
発令基準に従って、緊急時発令対象地区（※１）ごとに注意報等を発令

緊急時等
の種類

発 令 基 準 措 置

１時間値 気象条件
緊急時協力要
請工場（※２）に
対する燃料削減

自動車運行に対す
る措置

その他の

措置

注意報 0.12ppm以上

その状態
が続くと認
められる時

要請 20％ 運行の自主規制

学校・住民等
に屋外活動
等の自粛の
呼び掛け

警報 0.24ppm以上 勧告 40％ 同上

重大緊急
警報

0.40ppm以上 命令 40％
県公安委員会に対
して道交法による
交通規制の要請

38



光化学オキシダント注意報等発令地区

御殿場地区

裾野地区

熱海地区

伊東地区

下田地区

伊豆中央地区

沼津・
三島地区

富士・富士宮地区

庵原地区

清水地区
静岡地区

志太・川根地区

榛原地区

浜北・天竜地区

掛川・
菊川地区

磐田・
袋井地区浜松地区

引佐地区

湖西地区

伊豆
地域

東部
地域

中部
地域

西部
地域

※ は、光化学オキシダント濃度を
測定している測定局（43地点）

県内を４地域、19地区に分割

地区単位で、発令基準に
達すると注意報等が発令
される。

39



光化学オキシダント注意報発令実績

年 度 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合 計

Ｈ26
日 数 ０ １ ０ ０ ０ １

地 区 数 ０ ２ ０ ０ ０ ２

Ｈ27
日 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

地 区 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

Ｈ28
日 数 ０ ０ ０ １ ０ １

地 区 数 ０ ０ ０ １ ０ １

Ｈ29
日 数 １ ０ ０ ０ ０ １

地 区 数 ３ ０ ０ ０ ０ ３

Ｈ30
日 数 ０ ０ ０ １ ０ １

地 区 数 ０ ０ ０ １ ０ １

R１
日 数 １ ０ ０ ０ ０ １

地 区 数 １ ０ ０ ０ ０ １

R２
日 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

地 区 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

R３
日 数 ０ １ ０ １ ０ ２

地 区 数 ０ １ ０ ２ ０ ３

○ 注意報発令日数及び地区数

40



火山、森林、海洋など

大陸からの移流

越境汚染

自然起源

人為起源

工場、自動車、航空機、船舶、畜産等

PM2.5の発生源

41

（出典：アメリカ合衆国環境保護庁資料）

ＰＭ2.5の大きさ



PM2.5対策

静岡県22か所、静岡市９か所、浜松市９か所の合計
40か所にPM2.5の自動測定機を設置

「静岡県大気汚染常時監視システム」ホームページに
・１時間の速報値を公表
・PM2.5の高濃度予測情報を掲載

ホームページアドレス

https://taikikanshi.pref.shizuoka.jp/

○

○

24時間、365日の常時監視○

42



注意喚起情報

○ 国の暫定的な指針

１日平均値が国の暫定指針値（70μg/m3）を超えることが予測されるとき

○ 県の判断基準

判断の時間帯 判断基準 解除基準

午前中の早めの時間帯

（午前８時頃発表）

県内40測定局における午前５時から７時までの１
時間値の平均値が２か所以上で85μg/m3超

２時間連続で
50μg/m3以下

午後からの活動に備え
た時間帯

（午後１時頃発表）

県内40測定局における午前５時から12時までの
１時間値の平均値の最大値が80μg/m3超

２時間連続で
50μg/m3以下

43

○ 「静岡県大気汚染常時監視システム」に注意喚起情報を掲載

○ 市町、教育委員会、報道機関等に注意喚起情報を提供
＜注意喚起情報の内容＞

「本日は、PM2.5の１日平均濃度が70μg/m3を超える可能性があります。」

・ 屋外での長時間の激しい運動や不要不急の外出は避けましょう。

・ ぜん息やアレルギーをお持ちの方は、より慎重な行動を心掛けましょう。



冬季の大気汚染対策

44

事業者の
皆様へ

冬季は大気がよどみやすく、暖房機器の使用等により、ＰＭ2.5の原因物質
である窒素酸化物(NＯx)等の濃度が高くなる傾向があります。
大気汚染物質の削減のため、身近な取組から始めましょう。

※ ボイラーなどの燃焼機器を使用されている事業者の皆様は、次の取組も
お願いします。

○ 物品配送や廃棄物搬出を依頼する際は、低公害車を導入しているなど
環境に配慮している事業者に依頼しましょう。

○ 自ら配送を行う場合も、エコドライブを実践しましょう。

環境に配慮した発注、運搬等を実践しましょう。

機器の更新時は環境負荷の少ない機種を選定しましょう。

○ 機器を更新する際は、燃費性能や大気汚染物質の排出量など、環境負荷
の少ない機種を選びましょう。

機器の点検やこまめな清掃を実施しましょう。

良質な燃料へ転換しましょう。



冬季の大気汚染対策
県民の皆様へ

ウォームビズを実践しましょう。

環境にやさしい運転（エコドライブ）を心がけましょう。

環境に配慮した移動手段を選択しましょう。

○ 室内空調は20℃設定を心掛けましょう。使わない部屋の暖房はＯＦＦ！

○ 重ね着などの工夫をしましょう。首まわりや足もとを温めると効果的です。

○ 自動車を運転する際は、エコドライブを実践しましょう。

エコ
ドライブ10
のすすめ

１ 自分の燃費を把握しよう
２ ふんわりアクセル「ｅスタート」
３ 車間距離にゆとりをもって、

加速・減速の少ない運転
４ 減速時は早めにアクセルを離そう
５ エアコンの使用は適切に

６ ムダなアイドリングはやめよう
７ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
８ タイヤの空気圧から始める点検・整備
９ 不要な荷物はおろそう
10 走行の妨げとなる駐車はやめよう

（出典：エコドライブ普及連絡会）

○ 公共交通機関を利用しましょう。
○ 天気の良い日には、自転車利用で健康増進を図りましょう。

45



○政令指定都市（静岡市、浜松市）・施行時特例市（沼津市、富士市）
⇒ 当該市の環境保全担当課へ直接連絡願います。

○政令指定都市、施行時特例市以外の市町

46

大気汚染防止法に係る相談・問合せ窓口

県担当課 管轄市町

東部健康福祉センター 生活環境課
TEL ： 055－920－2135
MAIL： kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp

三島市、熱海市、伊東市、御殿場市、裾野市、
伊豆の国市、伊豆市、下田市、富士宮市、
清水町、長泉町、函南町、小山町、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、西伊豆町、松崎町

中部健康福祉センター 環境課
TEL ： 054－644－9268
MAIL： kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp

焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、
川根本町

西部健康福祉センター 環境課
TEL ： 0538－37－2570
MAIL： kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp

磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、菊川市、
湖西市、森町

県庁 生活環境課
TEL ： 054－221－2258

MAIL： seikan@pref.shizuoka.lg.jp
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御清聴ありがとうございました


